
訪問介護センター愛 利用料 

 

お客様（利用者）がサービスを利用した場合の『基本利用料』は以下のとおりであり、お客様（利用者）か

らお支払いいただく『利用者負担金』は原則として基本利用料の 1割の額です。但し、一定以上の所得がある

第１号被保険者に係る利用者負担は、2割もしくは 3割になりますのでご了承お願い致します。 

また、介護保険給付の支給限度額を超えたサービスを利用する場合、超えた額の全額をご負担いただきます。 

 

（１） 【訪問介護の基本部分 】 

身

体

介

護

中

心

型 

1回あたりの所要時間 基本利用料 ※１参照 
利用者負担金 

（基本利用料の１割）※２参照 

20分未満 １， ６３０円 １６３円 

20分以上～30分未満 ２，４４０円 ２４４円 

30分以上～1時間未満 ３，８７０円 ３８７円 

1時間以上～1時間 30分未満 ５，６７０円 ５６７円 

以降 30分毎に  ８２０円を加算 ８２円を加算 

引き続き「生活援助中心型」を 

算定する場合   

※身体介護の所要時間が 20 分以上の場合

に限る 

25分増すごとに 

６５０円を加算   

（１，９５０円を限度とする） 

25分増すごとに 

６５円を加算   

（１９５円を限度とする） 

生

活

援

助

中

心

型 

1回あたりの所要時間 基本利用料 ※１参照 
利用者負担金 

（基本利用料の１割）※２参照 

20分以上～45分未満 １，７９０円 １７９円 

45分以上 ２，２００円 ２２０円 

通院等のための乗車又は降車の介助 ※

３ 
   ９７０円     ９７円 

※１ 「身体介護中心型」及び「生活援助中心型」において、利用者の同意を得て、同時に２人以上の訪問介

護員等がサービス提供をした場合は、上記基本利用料の２倍の額となります。 

   上記の基本利用料は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場合は、これら基本

利用料も自動的に改訂されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利用料を書面でお知らせしま

す。 

※２ 上記本文にも記載のとおり、介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合は、超えた額

の全額をご負担いただくことになりますのでご留意ください。 

※３ 居宅サービス計画（ケアプラン）上の位置付けがある事を前提に、要介護１以上の方に対し『通院等の

為に乗車・降車の介助を行った場合』とします。 

また、運賃（介護保険外）が別に 10分 200円掛かります。 



※  上記料金設定の基本となる時間は、実際のサービス提供時間ではなく、利用者の居宅サービス計画（ケ

アプラン）に定められた目安の時間を基準とします。 

 

【介護予防訪問介護相当サービスの基本部分 】 月ごとの定額制になります。 

サービスの内容 

※身体介護及び生活援助のみ（１月あたり） 
基本利用料 

※１参照 

利用者負担金 

（基本利用料の１割）※２参

照 

訪問型サービス

Ⅰ 

事業対象者・要支援 1・2 

概ね週に 1回の利用が必要な

場合 

１１，７６０円 １，１７６円 

訪問型サービス

Ⅱ 

要支援 2 

概ね週に 2回の利用が必要な

場合 

２３，４９０円 ２，３４９円 

訪問型サービス

Ⅲ 

要支援 2 

概ね週に 3回の利用が必要な

場合 

３７，２７０円 ３，７２７円 

※１ 上記基本利用料は、福山市長が告示で定める金額であり、これが改定された場合は、これら基本利用料

も自動的に改訂されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利用料を書面でお知らせします。 

※２ 上記本文にも記載のとおり、介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合は、超えた額

の全額をご負担いただくことになりますのでご留意ください。 

※３ 月ごとの定額制となっているため、月途中から利用を開始、もしくは月の途中で終了した場合、以下に

該当する場合は、日割り計算になります。 

・ 月途中に要介護から要支援に変更になった場合 

・ 月途中に要支援から要介護に変更になった場合 

・ 同一市町村内で事業所を変更した場合 

  



【 加算 】 

 以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。 

加算の種類 加算の要件 
加算額 

基本利用料 利用者負担金 

初回加算 
新規の利用者へサービス提供した場合 

（１月につき） 
２，０００円 ２００円 

緊急時訪問介護加

算 

利用者や家族等からの要請を受け、緊

急にサービスを提供した場合（１回に

つき） 

１，０００円 １００円 

夜間・早朝、深夜

加算 

夜間（18時～22時）又は早朝（6時～

8時）にサービス提供する場合 
上記基本部分×２５％ 

深夜（22時～翌朝 6時）にサービス提

供する場合 
上記基本部分×５０％ 

介護職員等処遇改

善加算(Ⅱ) ※ 
当該加算の算定要件を満たす場合 

上記基本部分と各種加算減算の合計 

×２２．４％ 

中山間地域等に 

居住する者への 

サービス提供加算 

※ 

中山間地域において、通常の事業の実

施地域以外に居住する利用者へサービ

ス提供した場合（走島町・内海町・新

市町藤尾） 

上記基本部分×５％ 

※印の加算は、区分支給限度額の算定除外からは除かれます。 

 

【 減算 】 

以下の要件を満たす場合、下記の額を算定します。 

減算の種類 減算の要件 減算適応後の額 

同一建物に居住す

る利用者への 

サービス提供減算 

①当事業所と同一の敷地もしくは隣接

する敷地内の建物（養護老人ホーム・

軽費老人ホーム・サービス付き高齢者

向け住宅に限る）に居住する利用者に

対してサービス提供する場合 上記基本部分×９０％ 

②上記①以外の範囲に所在する建物

（定義は同上）に居住する利用者に対

してサービス提供する人数が 20 人以

上の場合 

③上記①の建物のうち、当該建物に居

住する利用者の人数が１月あたり 50

人以上の場合 

上記基本部分×８５％ 

２級訪問介護員の 

サービス提供責任

者配置減算  

２級訪問介護員のサービス提供責任者

を配置している場合 
上記基本部分×７０％ 

 


